
 

 
1 頁 

○
総
務
省
令
第 

 
 

号 

 

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和 

 
年 

 

月 
 

日 

総
務
大
臣 

松
本 

剛
明 

 
 

 

事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

 

（
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
の
一
部
改
正
） 

 

事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う

。
）

は
、
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に

改
め
る
。 



 

 

２項 
 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
（
通
話
品
質
） 

第
三
十
四
条 
事
業
用
電
気
通
信
設
備
（
電
気
通
信
回
線
設
備
に
限
る
。
次
条
第
三
号
及
び
第
四
号
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
ア
ナ
ロ
グ
電
話
端
末
（
端
末
設
備
で
あ
つ
て
、
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
点
に
お
い
て
二
線

式
の
接
続
形
式
で
接
続
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
送
話
ラ
ウ
ド
ネ
ス
定

格
及
び
受
話
ラ
ウ
ド
ネ
ス
定
格
に
適
合
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
、
第
三
十
五
条
の
十
八
第
一
項
、
第
三
十
五
条

の
十
九
の
二
第
一
項
及
び
第
三
十
六
条
の
五
第
一
項
に
お
い
て
単
に
「
ア
ナ
ロ
グ
電
話
端
末
」
と
い
う
。
）
を
接

続
し
た
場
合
の
通
話
品
質
は
、
ア
ナ
ロ
グ
電
話
端
末
と
端
末
回
線
に
接
続
さ
れ
る
交
換
設
備
と
の
間
の
送
話
ラ
ウ

ド
ネ
ス
定
格
は
一
五
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
受
話
ラ
ウ
ド
ネ
ス
定
格
は
六
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

（
通
話
品
質
） 

第
三
十
四
条 

事
業
用
電
気
通
信
設
備
（
電
気
通
信
回
線
設
備
に
限
る
。
次
条
第
三
号
及
び
第
四
号
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
端
末
規
則
第
二
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
ア
ナ
ロ
グ
電
話
端
末
で
あ
つ
て
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示

す
る
送
話
ラ
ウ
ド
ネ
ス
定
格
及
び
受
話
ラ
ウ
ド
ネ
ス
定
格
に
適
合
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
、
第
三
十
五
条
の
十

八
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
十
九
の
二
第
一
項
及
び
第
三
十
六
条
の
五
第
一
項
に
お
い
て
「
ア
ナ
ロ
グ
電
話
端
末

」
と
い
う
。
）
を
接
続
し
た
場
合
の
通
話
品
質
は
、
ア
ナ
ロ
グ
電
話
端
末
と
端
末
回
線
に
接
続
さ
れ
る
交
換
設
備

と
の
間
の
送
話
ラ
ウ
ド
ネ
ス
定
格
は
一
五
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
受
話
ラ
ウ
ド
ネ
ス
定
格
は
六
デ
シ
ベ

ル
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

［
２ 

略
］ 

［
２ 

同
上
］ 

（
特
定
端
末
設
備
） 

第
三
十
五
条
の
二
の
七 

二
線
式
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
（
特
定
端
末
設
備
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

。
）
の
技
術
基
準
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

２ 

端
末
規
則
第
三
十
五
条
の
規
定
は
、
二
線
式
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
条
中
「
電
気
通
信
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
電
気
通
信
事
業
者
」
と
、
「
第
四
章
か
ら
前
章
ま
で
」

と
あ
る
の
は
「
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
三
十
号
）
第
三
十
五
条
の
二
の
七
第
一

項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

（
特
定
端
末
設
備
） 

第
三
十
五
条
の
二
の
七 

端
末
規
則
第
四
章
第
一
節
及
び
第
三
十
五
条
の
規
定
は
、
二
線
式
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備

（
特
定
端
末
設
備
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
端
末
規
則
第
十
三
条
第
一
項
及
び

第
三
十
五
条
中
「
電
気
通
信
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
電
気
通
信
事
業
者
」
と
、
同
条
中
「
第
四
章
か
ら
前

章
」
と
あ
る
の
は
「
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
三
十
号
）
第
三
十
五
条
の
二
の
七

に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
四
章
第
一
節
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
通
話
品
質
） 

第
三
十
五
条
の
四 

事
業
用
電
気
通
信
設
備
（
電
気
通
信
回
線
設
備
に
限
る
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
端
末
（
端
末
設
備
で
あ
つ
て
、
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
を
接
続
し
た
場
合
の
通
話
品
質
は
、
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
端
末
と
端
末
回
線
に
接
続
さ
れ
る
交
換

設
備
と
の
間
の
送
話
ラ
ウ
ド
ネ
ス
定
格
は
十
一
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
受
話
ラ
ウ
ド
ネ
ス
定
格
は
五
デ

シ
ベ
ル
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
通
話
品
質
） 

第
三
十
五
条
の
四 

事
業
用
電
気
通
信
設
備
（
電
気
通
信
回
線
設
備
に
限
る
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
端
末
（
端
末
規
則
第
二
条
第
二
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
端
末
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
を
接
続
し
た
場
合
の
通
話
品
質
は
、
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
端
末
と
端
末
回
線
に
接
続
さ
れ
る
交

換
設
備
と
の
間
の
送
話
ラ
ウ
ド
ネ
ス
定
格
は
十
一
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
受
話
ラ
ウ
ド
ネ
ス
定
格
は
五

デ
シ
ベ
ル
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
特
定
端
末
設
備
） 

第
三
十
五
条
の
七
の
二 

総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
（
特
定
端
末
設
備
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。

）
の
技
術
基
準
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

２ 

端
末
規
則
第
三
十
五
条
の
規
定
は
、
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
同
条
中
「
電
気
通
信
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
電
気
通
信
事
業
者
」
と
、
「
第
四
章
か
ら
前
章
ま
で
」
と

あ
る
の
は
「
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
三
十
号
）
第
三
十
五
条
の
七
の
二
第
一
項

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

（
特
定
端
末
設
備
） 

第
三
十
五
条
の
七
の
二 

端
末
規
則
第
六
章
及
び
第
三
十
五
条
の
規
定
は
、
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
（
特
定
端

末
設
備
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
電
気
通
信
事
業
者
」
と
あ
る
の
は

「
当
該
電
気
通
信
事
業
者
」
と
、
「
第
四
章
か
ら
前
章
」
と
あ
る
の
は
「
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
（
昭
和
六

十
年
郵
政
省
令
第
三
十
号
）
第
三
十
五
条
の
七
の
二
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
六
章
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。 

（
特
定
端
末
設
備
） 

第
四
十
五
条
の
九 

二
線
式
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
（
特
定
端
末
設
備
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
技
術

基
準
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

２ 

端
末
規
則
第
三
十
五
条
の
規
定
は
、
二
線
式
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
条
中
「
電
気
通
信
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
電
気
通
信
事
業
者
」
と
、
「
第
四
章
か
ら
前
章
ま
で
」

（
特
定
端
末
設
備
） 

第
四
十
五
条
の
九 

端
末
規
則
第
四
章
第
一
節
及
び
第
三
十
五
条
の
規
定
は
、
二
線
式
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
（
特

定
端
末
設
備
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
端
末
規
則
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
三

十
五
条
中
「
電
気
通
信
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
電
気
通
信
事
業
者
」
と
、
同
条
中
「
第
四
章
か
ら
前
章
」

と
あ
る
の
は
「
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
三
十
号
）
第
四
十
五
条
の
九
第
一
項
に

お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
四
章
第
一
節
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 



 

３項 
 

と
あ
る
の
は
「
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
三
十
号
）
第
四
十
五
条
の
九
第
一
項
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
（
特
定
端
末
設
備
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
技
術
基
準
は
、
総
務
大

臣
が
別
に
告
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

４ 

端
末
規
則
第
三
十
五
条
の
規
定
は
、
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
同
条
中
「
電
気
通
信
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
電
気
通
信
事
業
者
」
と
、
「
第
四
章
か
ら
前
章
ま
で
」
と

あ
る
の
は
「
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
三
十
号
）
第
四
十
五
条
の
九
第
三
項
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

５ 

端
末
規
則
第
四
章
第
三
節
及
び
第
三
十
五
条
の
規
定
は
、
電
気
通
信
番
号
規
則
別
表
第
一
号
に
掲
げ
る
固
定
電

話
番
号
を
使
用
し
て
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
（
特
定
端
末
設
備

に
限
る
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
端
末
規
則
第
三
十
五
条
中
「
電
気
通
信
事
業
者
」
と

あ
る
の
は
「
当
該
電
気
通
信
事
業
者
」
と
、
「
第
四
章
か
ら
前
章
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
事
業
用
電
気
通
信
設
備

規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
三
十
号
）
第
四
十
五
条
の
九
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
四
章

第
三
節
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

端
末
規
則
第
六
章
及
び
第
三
十
五
条
の
規
定
は
、
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
（
特
定
端
末
設
備
に
限
る
。
）

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
電
気
通
信
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
電
気
通
信
事

業
者
」
と
、
「
第
四
章
か
ら
前
章
」
と
あ
る
の
は
「
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
三

十
号
）
第
四
十
五
条
の
九
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
六
章
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

端
末
規
則
第
四
章
第
三
節
及
び
第
三
十
五
条
の
規
定
は
、
電
気
通
信
番
号
規
則
別
表
第
一
号
に
掲
げ
る
固
定
電

話
番
号
を
使
用
し
て
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
（
特
定
端
末
設
備

に
限
る
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
端
末
規
則
第
三
十
五
条
中
「
電
気
通
信
事
業
者
」
と

あ
る
の
は
「
当
該
電
気
通
信
事
業
者
」
と
、
「
第
四
章
か
ら
前
章
」
と
あ
る
の
は
「
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則

（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
三
十
号
）
第
四
十
五
条
の
九
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
四
章
第
三

節
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

備
考 

表
中
［ 

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 



 

 

４頁 

附 

則 

 

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 


